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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】着用者の頭部及び顔面の大きさに合わせて、ヘ
アーウェアが顔面に密着する程度を調節することができ
る密着調節型多機能性ヘアーウェアを提供する。
【解決手段】全体的に円筒状を成し、マスク、ヘアバン
ド、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク及び襟巻きとして
演出することができるように形成される多機能性ヘアー
ウェアであって、一定の長さを有する円筒状に形成され
た本体１１０、本体１１０の後面の中心側上端開口部か
ら下端開口部に向かって一定の長さの切開線が形成され
てなった二つの切開端部１２０、いずれか一切開端部１
２０から一定の幅及び長さで一体に延設され、その内側
面の一部または全部に第１固定部材１３１が設けられた
締結部１３０、及び締結部１３０が形成されていない他
の切開端部１２０の外側面に設けられ、一定の幅及び長
さで締結部１３０に設けられた第１固定部材１３１と結
合する第２固定部材１４１が設けられた締結調節部１４
０を含む。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　全体的に円筒状を成し、マスク、ヘアバンド、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク及び襟
巻きとして演出することができるように形成される多機能性ヘアーウェアであって、
　一定の長さを有する円筒状に形成された本体；
　前記本体の後面の中心側上端開口部から下端開口部に向かって一定の長さの切開線が形
成されてなった二つの切開端部；
　前記二つの切開端部のうちいずれか一つの切開端部から一定の幅及び長さで一体に延設
され、その内側面の一部または全部に第１固定部材が設けられた締結部；及び
　前記締結部が形成されていない他の切開端部の外側面に設けられ、一定の幅及び長さで
前記締結部に設けられた第１固定部材と結合する第２固定部材を含む締結調節部；を含む
、密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項２】
　前記締結調節部の長さは前記締結部の長さより長いことを特徴とする、請求項１に記載
の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項３】
　前記第１固定部材及び前記第２固定部材は互いに付着する雄雌型のベルクロ部材である
ことを特徴とする、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項４】
　前記本体の下側開口部の円周長を調節することができる下側絞り部をさらに含むことを
特徴とする、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項５】
　前記下側絞り部は、
　前記本体の内側に折り畳まれ、絞り用長さ部材が挿入可能な挿入孔を形成するように一
部を残して結合されることによって形成される調節維持部材；及び
　前記挿入孔を通じて前記調節維持部材に挿入され、挿入された状態で調節ができるよう
に両端が前記挿入孔の外部に露出される長さを有する絞り用長さ部材；
　を含むことを特徴とする、請求項４に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項６】
　前記本体に形成された切開線を基準に、折り畳まれた状態で本体の両側面上端部から中
心側に一定の高さだけ伸びた地点を頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧
状の延長部が互いに同一の大きさに形成された上側延長部をさらに含むことを特徴とする
、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項７】
　前記上側延長部は、前記上側延長部を成す素材より高い弾性を有する素材からなり、そ
の外周縁がバイアス処理されたバイアス処理部をさらに含むことを特徴とする、請求項６
に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項８】
　前記多機能性ヘアーウェアは防寒用布地または紫外線遮断用布地から製造されることを
特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項９】
　前記本体の後面中心側と対向する前面中心側に着用者の鼻が位置する部分に形成された
開口部、及び前記開口部の上を覆うカバー部からなる重複カバー部材をさらに含むことを
特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項１０】
　前記本体の後面中心側と対向する前面中心側内側面に、着用者の呼吸器をカバーする空
気浄化部材が着脱可能に設けられることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記
載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項１１】
　前記空気浄化部材はエアフィルターを含むことを特徴とする、請求項１０に記載の密着
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調節型多機能ヘアーウェア。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ヘアーウェアに係り、より詳しくは、一般的なヘアーウェアと同様に前面マ
スク、マフラー、マスク、耳当て、ヘアバンド、頭巾の用途にそれぞれ使用可能であるだ
けでなく、着用者の頭部及び顔面の大きさに合わせて、顔面が接する部分の上側外周縁を
調節することにより、ヘアーウェアが顔面に密着する程度を調節することができる密着調
節型多機能性ヘアーウェアに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　冬期に着用する多様な防寒用品が知られている。このうち、身体の上側に着用する防寒
用品としては、首部に着用して首を保温するための襟巻き、頭部に着用して頭部を保温す
るための帽子、顔面に着用して顔面を保温するためのマスク、耳を保温するための耳当て
、及び頭部全体を保温する頭巾が使われる。
【０００３】
　また、冬期ではなくても各種のレジャー、山登り、サイクルなどのようなスポーツを野
外で楽しむ人口が漸次増えるにつれて、日光の紫外線から顔面の皮膚を保護することが絶
対的に要求されている。すなわち、紫外線は約３９７～１０ｎｍの波長を有する広範囲な
電磁気波の総称であり、人体の皮膚に有害な成分がたくさん含まれているため、紫外線に
長く露出される場合、日光アレルギー、しみ、そばかすなどの様々な皮膚疾患を引き起こ
す問題点があるからである。
【０００４】
　このような紫外線は人体に非常に悪い影響を及ぼすことになるため、各種の野外活動や
スポーツなどを楽しむ人々は紫外線を遮断するために帽子やマスク、頭巾などを着用する
ことになる。
【０００５】
　帽子は頭部と髪の毛を保護するとともに保温及び飾り用に頭部に着用するものであり、
マスクは鼻と口を保温するか顔面部への紫外線を遮断し、襟巻きは一部を首にかけ、残部
を多数回で繰り返し巻いてから結び目を形成する方式で着用して首を保温するものであり
、耳当ては耳を覆うことにより、外部の気温の伝達を遮断して耳の保温を維持するか紫外
線を遮断する。
【０００６】
　一方、近年には、頭巾、襟巻き、マスク、タオルなどの色々の機能をすべて有し、必要
によって使用者が変形して使えるようにするバフ（Ｂｕｆｆ）のような多機能性ヘアーウ
ェアが広く使われている。
【０００７】
　このようなものの一例として、大韓民国登録実用新案第２３６６４５号（２００１年１
０月２６日公告）には、伸縮性に優れた織物を両端部が開放して内部が空洞になるように
円筒状に形成したカバーの中間部に設けられた紐を結んでビーニー帽に活用し、紐を結ば
ないでヘアバンド、鉢巻き、マスク、襟巻きなどに活用する汎用ヘアーカバーに対する技
術が開示されている。
【０００８】
　また、大韓民国登録実用新案第３０１３９０号（２００３年１月２４日公告）には、縦
横１０～８０ｃｍ×１０～８０ｃｍの正方形に裁断された布地を円筒状に縫着し、その布
地を顔面の多くの部位に着用することで、単一布地で着用者の必要によって、マスク、ヘ
アバンド、頭巾、耳当て、帽子などの多様な用途に演出可能なヘアーウェアに関する技術
が開示されている。
【０００９】
　しかし、前記ヘアバンドやヘアーウェアは、襟巻きや前面マスクとして使えば、着用者
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の動きによって着用された身体上の位置が変更されることがあるという問題点がある。特
に、自転車、スキーなどのように運動量が多くてスカーフの位置が変更される可能性は高
いが両手の使用は自由ではない場合、多機能ヘアーウェアが下がれば、冷たい空気に顔面
がそのまま露出されて皮膚や呼吸器などの健康に悪い影響を及ぼし、多機能ヘアーウェア
を再び原位置に直すためには自転車やスキーイングをしばらく止めなければならない不便
さが伴う。
【００１０】
　このような問題点を解決するために、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定さ
れることができる新構造の多機能ヘアーウェアを開発する必要性があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国登録実用新案第０２３６６４５号公報
【特許文献２】韓国登録実用新案第０３０１３９０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１２】
かかる問題点を解決するために研究努力した結果、本考案者は、着用者の顔面に接触する
密着程度を調節することができる新構造の多機能性ヘアーウェアを開発して本考案を完成
した。
【００１３】
　したがって、本考案の目的は、多機能性ヘアーウェアの上端開口部から一定長さの切開
線が形成されてヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、ヘアーウェアが着用者の顔
面に接触する密着程度を調節することができて、一旦多機能性ヘアーウェアが着用される
と、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定されることができる新構造の多機能性
ヘアーウェアを提供することにある。
【００１４】
　本考案の他の目的は、別途の耳当てを付着するか使わなくてもマスク及び耳当ての役目
を同時に果たすことができる新構造の多機能性ヘアーウェアを提供することにある。
【００１５】
　本考案のさらに他の目的は、マスク及び耳当ての役目を同時に果たしながらも別途の帽
子着用を邪魔しない構造を有するので、別途の帽子と一緒に着用するとき、頭部を完璧に
保護することができる構造の多機能性ヘアーウェアを提供することにある。
【００１６】
　本考案のさらに他の目的は、下側絞り部を調節して非常に容易に多機能性ヘアーウェア
の下部側開口部を最小化して帽子に作ることができ、帽子に作られた状態で多機能性ヘア
ーウェアの上部側開口部を通じて帽子のように被ると、下部側開口部が絞られた状態なの
で、後側でも頭部が全く遮られるだけでなく、外観がきれいに見える構造の多機能性ヘア
ーウェアを提供することにある。
【００１７】
　本考案の目的は以上に言及した目的に制限されず、言及しなかったさらに他の目的は下
の記載から当業者に明らかに理解可能であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の目的を達成するために、本考案は、全体的に円筒状を成し、マスク、ヘアバンド
、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク及び襟巻きとして演出することができるように形成さ
れる多機能性ヘアーウェアであって、一定の長さを有する円筒状に形成された本体、前記
本体の後面の中心側上端開口部から下端開口部に向かって一定の長さの切開線が形成され
てなった二つの切開端部、前記二つの切開端部のうちいずれか一つの切開端部から一定の
幅及び長さで一体に延設され、その内側面の一部または全部に第１固定部材が設けられた
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締結部、及び前記締結部が形成されていない他の切開端部の外側面に設けられ、一定の幅
及び長さで前記締結部に設けられた第１固定部材と結合する第２固定部材を含む締結調節
部を含む密着調節型多機能性ヘアーウェアを提供する。
【００１９】
　好適な実施例において、前記締結調節部の長さは前記締結部の長さより長い。
【００２０】
　好適な実施例において、前記第１固定部材及び前記第２固定部材は互いに付着する雄雌
型のベルクロ（登録商標）部材である。
【００２１】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体の下側開口部の円周長
を調節することができる下側絞り部をさらに含むことができる。
【００２２】
　好適な実施例において、前記下側絞り部は、前記本体の内側に折り畳まれ、絞り用長さ
部材が挿入可能な挿入孔を形成するように一部を残して結合されることによって形成され
る調節維持部材、及び前記挿入孔を通じて前記調節維持部材に挿入され、挿入された状態
で調節ができるように両端が前記挿入孔の外部に露出される長さを有する絞り用長さ部材
を含むことができる。
【００２３】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体に形成された切開線を
基準に、折り畳まれた状態で本体の両側面上端部から中心側に一定の高さだけ伸びた地点
を頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧状の延長部が互いに同一の大きさ
に形成された上側延長部をさらに含むことができる。
【００２４】
　好適な実施例において、前記上側延長部は、前記上側延長部を成す素材より高い弾性を
有する素材からなり、その外周縁がバイアス処理されたバイアス処理部をさらに含むこと
ができる。
【００２５】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは防寒用布地または紫外線遮断用布
地から製造されることができる。
【００２６】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体の後面中心側と対向す
る前面中心側に着用者の鼻が位置する部分に形成された開口部、及び前記開口部の上を覆
うカバー部からなる重複カバー部材をさらに含むことができる。
【００２７】
　好適な実施例において、前記本体の後面中心側と対向する前面中心側内側面に、着用者
の呼吸器をカバーする空気浄化部材が着脱可能に設けられることができる。
【００２８】
　好適な実施例において、前記空気浄化部材はエアフィルターを含むことができる。
【考案の効果】
【００２９】
　本考案は、次のような優れた効果を有する。
【００３０】
　まず、本考案の多機能性ヘアーウェアによれば、多機能性ヘアーウェアの上端開口部か
ら一定長さの切開線が形成されて、ヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、ヘアー
ウェアが着用者の顔面に接触する密着程度を調節することができて、一旦多機能性ヘアー
ウェアが着用されれば、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定されることができ
る。
【００３１】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、別途の耳当てを付着するか使わなくてもマス
ク及び耳当ての役目を同時に果たすことができる。
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【００３２】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、マスク及び耳当ての役目を同時に果たしなが
らも別途の帽子着用を邪魔しない構造を有するので、別途の帽子と一緒に着用すると頭部
を完璧に保護することができる。
【００３３】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、下側絞り部を調節して非常に容易に多機能性
ヘアーウェアの下部側開口部を最小化して帽子に作ることができ、帽子に作られた状態で
多機能性ヘアーウェアの上部側開口部を通じて帽子のように被ると、下部側開口部が絞ら
れた状態なので、後側でも頭部が全く遮られるだけでなく外観がきれいに見える。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１ａ】公知のヘアーウェアの外形を概略的に示す外観斜視図である。
【図１ｂ】図１ａに示したヘアーウェアの可能な着用法を示す着用状態図である。
【図２】図２は本考案の一実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を示す
側面図である。
【図３ａ】本考案の他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を示す斜
視図である。
【図３ｂ】図３ａに示した上部一部を示す側面図である。
【図３ｃ】図３ａに示した多機能性ヘアーウェアの着用状態の一例を示す図である。
【図４ａ】本考案のさらに他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を
示す斜視図である。
【図４ｂ】図４ａに示したヘアーウェアの使用状態の一例を示す図である。
【図５ａ】本考案のさらに他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を
示す斜視図である。
【図５ｂ】図２ａに示した多機能性ヘアーウェアの着用状態の一例を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００３５】
　本考案で使われる用語はできるだけ現在広く使われる一般的な用語を選択したが、場合
によっては出願人が任意に選定した用語もある。この場合には、単純な用語の名称ではな
い考案の詳細な説明に記載されるか使用された意味を考慮してその意味を把握しなければ
ならない。
【００３６】
　以下、添付図面及び好適な実施例に基づいて本考案の技術的構成を詳細に説明する。
【００３７】
　しかし、本考案はここで説明する実施例に限定されず、他の形態に具体化することもで
きる。明細書全般にわたって本考案を説明するために使われる同一の参照符号は同一の構
成要素を示す。
【００３８】
　本考案の技術的特徴は、多機能性ヘアーウェアの上端開口部から一定長さの切開線が形
成されてヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、前記切開線に隣接して形成された
密着調節部によって、ヘアーウェアが着用者の顔面に接触する密着程度を調節することが
できる構造を有する多機能性ヘアーウェアにある。
【００３９】
　すなわち、本考案のようにヘアーウェアに密着調節部が設けられれば、ヘアーウェアの
弾性が弱化するかサイズが合わなくても着用者が顔面部とヘアーウェアの密着程度を調節
して適切な着用が可能になるだけでなく、ヘアーウェアを着用したままですべき活動の種
類によって顔面部とヘアーウェアの密着程度を調節することができるので、着用者の動き
の激烈な程度によって身体に着用されたヘアーウェアの位置が変更されることができると
いう問題点を解決することができる。
【００４０】
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　したがって、本考案による多機能性ヘアーウェアは、全体として円筒状を成して、マス
ク、ヘアバンド、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク、襟巻きとして演出することができる
ように形成されるもので、図２に示したように、本体１１０、二つの切開端部１２０、締
結部１３０及び締結調節部１４０を含む。必要な場合、図３ａ～図５ｂに示した本考案の
他の実施例のように、下側絞り部１５０、上側延長部材１６０、重複カバー部材１７０及
び空気浄化部材（図示せず）の一つ以上をさらに含むことができる。
【００４１】
　本体１１０は、 図１ａ及び図１ｂに示した従来の多機能性ヘアーウェアのように、一
定長さの円筒状に形成されることができる。一方、図３ａ～図５ｂに示したように、本考
案の多機能性ヘアーウェア１００が下側絞り部１５０、上側延長部材１６０及び重複カバ
ー部材１７０の一つ以上を含む場合、前記各構成要素は本体１１０に一体型に形成される
ことができる。この場合、本体１１０と各構成要素の素材は同一であることができ、防寒
用布地または紫外線遮断用布地から製造されることができる。それぞれの構成要素を構成
する前記布地は必要な場合スパンのように弾性を有する素材であることもできるが、弾性
がほぼない素材であっても構わない。
【００４２】
　二つの切開端部１２０は図２に示した円筒状の本体１１０の後面の中心側上端開口部か
ら下端開口部に向かって一定長さの切開線が形成されてなる本体１１０の一部であり、切
開線によって本体１１０の上端開口部がもっと広くなる効果がある。
【００４３】
　締結部１３０は二つの切開端部１２０のいずれか一切開端部から一定の幅及び長さで一
体に延設され、その内側面の一部または全部に第１固定部材１３１が取り付けられること
ができる。すなわち、締結部１３０は本体の上端開口部が切開されて形成された一端部側
から他端部側に向かって一定の幅及び長さで伸びた延長部である。締結部１３０を締結部
１３０が形成された切開端部と対向する切開端部側に移動させ、締結部１３０の内側面に
形成された第１固定部材１３１を移動した位置の本体１１０の表面、つまり締結調節部１
４０に固定させると、本体１１０の上端開口部の円周長を減少させることができる。
【００４４】
　締結調節部１４０は、締結部１３０が形成されていない他の切開端部１２０の外側面に
取り付けられ、一定の幅及び長さで、締結部１３０に取り付けられた第１固定部材１３１
と結合する第２固定部材１４１を含むことで、締結部１３０を本体１１０の表面の特定位
置に固定するための構成要素である。
【００４５】
　このように、締結調節部１４０に締結部１３０が固定されることによって本体１１０の
上側開口部の円周長が調節されるので、締結調節部１４０の長さは締結部１３０の長さよ
り長いことが好ましい。
【００４６】
　締結部１３０の内側面に取り付けられた第１固定部材１３１と、締結調節部１４０が設
けられるが締結部１３０が形成されていない他の切開端部１２０の外側面、つまり本体１
１０の表面に取り付けられる第２固定部材１４１とは、互いに結合して本体１１０の上側
開口部の円周長を自由に調節することができる限り、公知のいずれの結合手段でも適用可
能である。
【００４７】
　一具現例として、第１固定部材１３１及び第２固定部材１４１は互いに付着される雄雌
型のベルクロ部材であることができ、スナップボタンまたはフック型の固定手段などを自
由に適用することができる。
【００４８】
　図３ａ～図３ｃに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアの他の実施例を詳細に説明す
る。図３ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアの他の実施例は、本体１１０の上側開
口部１１１を成す上端部側に一体に延設された上側延長部１６０をさらに含むことを除け
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ば、図２に示した多機能性ヘアーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての
説明は図２を参照とした説明に取り替え、上側延長部１６０についてのみ詳細に説明する
。
【００４９】
　上側延長部１６０は、本体１１０に形成された切開線を基準に、図３ｂに示したように
折り畳まれた状態で本体１１０の両側面上端部から中心側に一定の高さだけ伸びた地点を
頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧状の延長部が互いに同一の大きさに
形成された構成要素であり、図３ｃに示したように多機能ヘアーウェア１００をマスクの
ように着用したとき、耳をカバーする役目を果たす。したがって、本体１１０の上端開口
部から伸びる上側延長部１６０の頂点までの一定の高さは着用時に耳をカバーする機能を
考慮して決定することができる。
【００５０】
　このように、本体１１０の上側開口部１１１を成す上端部から一体に延設された上側延
長部１６０は、その外周縁をバイアス処理したバイアス処理部１６１をさらに含むことが
できる。バイアス処理部１６１を成す素材は上側延長部１６０を成す素材より高い弾性を
有する素材であることができる。バイアス処理部１６１は一例としてスパン布地からなる
。特に、スパン布地を４５°の角度にバイアス裁断し、上側延長部１６０の外周縁部をパ
イピング処理（取り囲んで縫製する技法）することにより、図３ａ及び３ｃに示したよう
に、本考案の多機能ヘアーウェア１００をマスクのように着用するときに上側延長部材１
６０が自然に耳をカバーするように頭部側に窄んで耳をカバーすることができるようにな
る。
【００５１】
　図４ａ及び図４ｂに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例を詳細
に説明する。図４ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例は、本体
１１０の下側開口部側に下側絞り部１５０をさらに含むことを除けば図３ａに示した多機
能性ヘアーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての説明は図３ａを参照と
する説明に取り替え、下側絞り部１５０についてのみ詳細に説明する。
【００５２】
　下側絞り部１５０は本体１１０の下側開口部の円周長を調節することができる構成要素
で、図４ａに示したように、調節維持部材１５１と絞り用長さ部材１５２を含むことがで
きる。
【００５３】
　調節維持部材１５１は、本体１１０の下側端部を本体１１０の内側に折り畳み、絞り用
長さ部材１５２が挿入可能な挿入孔が形成するように一部を残して縫製などの公知の方法
で本体１１０と結合することでなる。したがって、絞り用長さ部材１５２を形成するため
に本体１１０の下側端部から一体に伸びる下側延長部材をさらに含むことができる。
【００５４】
　このように、調節維持部材１５１が設けられると、挿入孔を通じて絞り用長さ部材１５
２を調節維持部材１５１に挿入することで、図４ａに示した多機能性ヘアーウェア１００
を完成することができる。
【００５５】
　ここで、絞り用長さ部材１５２の素材には制限がなく、紐、ロープまたはワイヤの形態
である限り、公知のどんな種類の長さ部材でも使うことができる。また、調節維持部材１
５１に挿入可能な幅を持ち、本体１１０の下側開口部の円周長より長くて、調節維持部材
１５１に挿入された状態で絞り用長さ部材１５２の両端が露出される程度の長さを有する
ことが好ましい。
【００５６】
　このような構成により、多機能性ヘアーウェア１００の絞り用長さ部材１５２が挿入孔
を通じて外部に最大の露出長を有するように絞り用長さ部材１５２を引っ張ると、調節維
持部材１５１によって形成される下端開口部が非常に狭められ、図４ｂに示したような形
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状を有するように多機能性ヘアーウェア１００が調節されることができる。その結果、本
考案の多機能性ヘアーウェア１００は、絞り用長さ部材１５２を引っぱることで、非常に
容易に下側開口部、つまり調節維持部材１５１によって形成される開口部を最小化して帽
子に作ることができることが分かる。
【００５７】
　つぎに、図５ａ及び図５ｂに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施
例を詳細に説明する。図５ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例
は、本体１１０に重複カバー部材をさらに含むことを除けば図３ａに示した多機能性ヘア
ーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての説明は図３ａを参照する説明に
取り替え、重複カバー部材１７０についてのみ詳細に説明する。
【００５８】
　重複カバー部材１７０は後面中心側と対向する前面中心側に着用者の鼻が位置する部分
に開口部を形成し、前記開口部の上をカバーするためのカバー部を含む構成要素であり、
着用者が容易に呼吸することができるようにする通気部が形成された構造である。
【００５９】
　一具現例として、図５ａに示したように、開口部は着用者の鼻が位置する部分に鼻が露
出されるように丸い形状の貫通領域からなり、その上に開口部を覆うことができるように
開口部より大きく形成されたカバー部が設けられることができる。
【００６０】
　このように、重複カバー部材１７０が形成されれば、図５ｂのように、多機能ヘアーウ
ェアの着用時に着用者が非常に容易に呼吸することができる利点がある。
【００６１】
　具体的に図示しなかったが、図５ａに示した重複カバー部材１７０が形成される位置、
つまり本体１１０の後面中心側と対向する前面中心側の位置に開口部が形成され、その内
側の着用者の呼吸器をカバーする空気浄化部材が着脱可能に設けられることができる。こ
の際、空気浄化部材はエアフィルターを含むことができ、本体の内側面にポケットを形成
するなどの公知の着脱可能な構成によって空気浄化部材を着脱可能に本考案の多機能性ヘ
アーウェアに取り付けることができる。
【００６２】
　本考案の多機能性ヘアーウェアは、スパン素材を含んでどの位の弾性を持っている限り
、つまり伸びてから元の状態に復帰する特性を有する限り、公知のどんな素材でも使うこ
とができる。このような特性の外に防寒性及び／または紫外線遮断特性も一緒に有する布
地からなることが好ましい。場合によっては、締結部と締結調節部によって密着調節が可
能であり、従来の多機能性ヘアーウェアとは異なり、弾性が全然ない素材から構成される
ことも制限されない。
【００６３】
　本考案は以上のように好適な実施例に基づいて図示しながら説明したが、前述した実施
例に限定されず、本考案の精神を逸脱しない範疇内で本考案が属する当該技術分野の当業
者によって多様な変更及び修正が可能であろう。
【符号の説明】
【００６４】
　１００　　多機能性ヘアーウェア
　１１０　　本体
　１２０　　切開端部
　１３０　　締結部
　１３１　　第１固定部材
　１４０　　締結調節部
　１４１　　第２固定部材
　１５０　　下側絞り部
　１５１　　調節維持部材
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　１５２　　絞り用長さ部材
　１６０　　上側延長部材
　１６１　　バイアス処理部
　１７０　　重複カバー部材

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２】
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【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図４ａ】 【図４ｂ】
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【図５ａ】 【図５ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成28年8月23日(2016.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　全体的に円筒状を成し、マスク、ヘアバンド、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク及び襟
巻きとして演出することができるように形成される多機能性ヘアーウェアであって、
　一定の長さを有する円筒状に形成された本体；
　前記本体の後面の中心側上端開口部から下端開口部に向かって一定の長さの切開線が形
成されてなった二つの切開端部；
　前記二つの切開端部のうちいずれか一つの切開端部から一定の幅及び長さで一体に延設
され、その内側面の一部または全部に第１固定部材が設けられた締結部；及び
　前記締結部が形成されていない他の切開端部の外側面に設けられ、一定の幅及び長さで
前記締結部に設けられた第１固定部材と結合する第２固定部材を含む締結調節部；を含む
、密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項２】
　前記締結調節部の長さは前記締結部の長さより長いことを特徴とする、請求項１に記載
の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項３】
　前記第１固定部材及び前記第２固定部材は互いに付着する雄雌型の面ファスナー部材で
あることを特徴とする、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
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【請求項４】
　前記本体の下側開口部の円周長を調節することができる下側絞り部をさらに含むことを
特徴とする、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項５】
　前記下側絞り部は、
　前記本体の内側に折り畳まれ、絞り用長さ部材が挿入可能な挿入孔を形成するように一
部を残して結合されることによって形成される調節維持部材；及び
　前記挿入孔を通じて前記調節維持部材に挿入され、挿入された状態で調節ができるよう
に両端が前記挿入孔の外部に露出される長さを有する絞り用長さ部材；
　を含むことを特徴とする、請求項４に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項６】
　前記本体に形成された切開線を基準に、折り畳まれた状態で本体の両側面上端部から中
心側に一定の高さだけ伸びた地点を頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧
状の延長部が互いに同一の大きさに形成された上側延長部をさらに含むことを特徴とする
、請求項１に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項７】
　前記上側延長部は、前記上側延長部を成す素材より高い弾性を有する素材からなり、そ
の外周縁がバイアス処理されたバイアス処理部をさらに含むことを特徴とする、請求項６
に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項８】
　前記多機能性ヘアーウェアは防寒用布地または紫外線遮断用布地から製造されることを
特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項９】
　前記本体の後面中心側と対向する前面中心側に着用者の鼻が位置する部分に形成された
開口部、及び前記開口部の上を覆うカバー部からなる重複カバー部材をさらに含むことを
特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項１０】
　前記本体の後面中心側と対向する前面中心側内側面に、着用者の呼吸器をカバーする空
気浄化部材が着脱可能に設けられることを特徴とする、請求項１～７のいずれか一項に記
載の密着調節型多機能性ヘアーウェア。
【請求項１１】
　前記空気浄化部材はエアフィルターを含むことを特徴とする、請求項１０に記載の密着
調節型多機能ヘアーウェア。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ヘアーウェアに係り、より詳しくは、一般的なヘアーウェアと同様に前面マ
スク、マフラー、マスク、耳当て、ヘアバンド、頭巾の用途にそれぞれ使用可能であるだ
けでなく、着用者の頭部及び顔面の大きさに合わせて、顔面が接する部分の上側外周縁を
調節することにより、ヘアーウェアが顔面に密着する程度を調節することができる密着調
節型多機能性ヘアーウェアに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　冬期に着用する多様な防寒用品が知られている。このうち、身体の上側に着用する防寒
用品としては、首部に着用して首を保温するための襟巻き、頭部に着用して頭部を保温す
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るための帽子、顔面に着用して顔面を保温するためのマスク、耳を保温するための耳当て
、及び頭部全体を保温する頭巾が使われる。
【０００３】
　また、冬期ではなくても各種のレジャー、山登り、サイクルなどのようなスポーツを野
外で楽しむ人口が漸次増えるにつれて、日光の紫外線から顔面の皮膚を保護することが絶
対的に要求されている。すなわち、紫外線は約３９７～１０ｎｍの波長を有する広範囲な
電磁気波の総称であり、人体の皮膚に有害な成分がたくさん含まれているため、紫外線に
長く露出される場合、日光アレルギー、しみ、そばかすなどの様々な皮膚疾患を引き起こ
す問題点があるからである。
【０００４】
　このような紫外線は人体に非常に悪い影響を及ぼすことになるため、各種の野外活動や
スポーツなどを楽しむ人々は紫外線を遮断するために帽子やマスク、頭巾などを着用する
ことになる。
【０００５】
　帽子は頭部と髪の毛を保護するとともに保温及び飾り用に頭部に着用するものであり、
マスクは鼻と口を保温するか顔面部への紫外線を遮断し、襟巻きは一部を首にかけ、残部
を多数回で繰り返し巻いてから結び目を形成する方式で着用して首を保温するものであり
、耳当ては耳を覆うことにより、外部の気温の伝達を遮断して耳の保温を維持するか紫外
線を遮断する。
【０００６】
　一方、近年には、頭巾、襟巻き、マスク、タオルなどの色々の機能をすべて有し、必要
によって使用者が変形して使えるようにするバフ（Ｂｕｆｆ）のような多機能性ヘアーウ
ェアが広く使われている。
【０００７】
　このようなものの一例として、大韓民国登録実用新案第２３６６４５号（２００１年１
０月２６日公告）には、伸縮性に優れた織物を両端部が開放して内部が空洞になるように
円筒状に形成したカバーの中間部に設けられた紐を結んでビーニー帽に活用し、紐を結ば
ないでヘアバンド、鉢巻き、マスク、襟巻きなどに活用する汎用ヘアーカバーに対する技
術が開示されている。
【０００８】
　また、大韓民国登録実用新案第３０１３９０号（２００３年１月２４日公告）には、縦
横１０～８０ｃｍ×１０～８０ｃｍの正方形に裁断された布地を円筒状に縫着し、その布
地を顔面の多くの部位に着用することで、単一布地で着用者の必要によって、マスク、ヘ
アバンド、頭巾、耳当て、帽子などの多様な用途に演出可能なヘアーウェアに関する技術
が開示されている。
【０００９】
　しかし、前記ヘアバンドやヘアーウェアは、襟巻きや前面マスクとして使えば、着用者
の動きによって着用された身体上の位置が変更されることがあるという問題点がある。特
に、自転車、スキーなどのように運動量が多くてスカーフの位置が変更される可能性は高
いが両手の使用は自由ではない場合、多機能ヘアーウェアが下がれば、冷たい空気に顔面
がそのまま露出されて皮膚や呼吸器などの健康に悪い影響を及ぼし、多機能ヘアーウェア
を再び原位置に直すためには自転車やスキーイングをしばらく止めなければならない不便
さが伴う。
【００１０】
　このような問題点を解決するために、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定さ
れることができる新構造の多機能ヘアーウェアを開発する必要性があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国登録実用新案第０２３６６４５号公報
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【特許文献２】韓国登録実用新案第０３０１３９０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１２】
　かかる問題点を解決するために研究努力した結果、本考案者は、着用者の顔面に接触す
る密着程度を調節することができる新構造の多機能性ヘアーウェアを開発して本考案を完
成した。
【００１３】
　したがって、本考案の目的は、多機能性ヘアーウェアの上端開口部から一定長さの切開
線が形成されてヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、ヘアーウェアが着用者の顔
面に接触する密着程度を調節することができて、一旦多機能性ヘアーウェアが着用される
と、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定されることができる新構造の多機能性
ヘアーウェアを提供することにある。
【００１４】
　本考案の他の目的は、別途の耳当てを付着するか使わなくてもマスク及び耳当ての役目
を同時に果たすことができる新構造の多機能性ヘアーウェアを提供することにある。
【００１５】
　本考案のさらに他の目的は、マスク及び耳当ての役目を同時に果たしながらも別途の帽
子着用を邪魔しない構造を有するので、別途の帽子と一緒に着用するとき、頭部を完璧に
保護することができる構造の多機能性ヘアーウェアを提供することにある。
【００１６】
　本考案のさらに他の目的は、下側絞り部を調節して非常に容易に多機能性ヘアーウェア
の下部側開口部を最小化して帽子に作ることができ、帽子に作られた状態で多機能性ヘア
ーウェアの上部側開口部を通じて帽子のように被ると、下部側開口部が絞られた状態なの
で、後側でも頭部が全く遮られるだけでなく、外観がきれいに見える構造の多機能性ヘア
ーウェアを提供することにある。
【００１７】
　本考案の目的は以上に言及した目的に制限されず、言及しなかったさらに他の目的は下
の記載から当業者に明らかに理解可能であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記の目的を達成するために、本考案は、全体的に円筒状を成し、マスク、ヘアバンド
、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク及び襟巻きとして演出することができるように形成さ
れる多機能性ヘアーウェアであって、一定の長さを有する円筒状に形成された本体、前記
本体の後面の中心側上端開口部から下端開口部に向かって一定の長さの切開線が形成され
てなった二つの切開端部、前記二つの切開端部のうちいずれか一つの切開端部から一定の
幅及び長さで一体に延設され、その内側面の一部または全部に第１固定部材が設けられた
締結部、及び前記締結部が形成されていない他の切開端部の外側面に設けられ、一定の幅
及び長さで前記締結部に設けられた第１固定部材と結合する第２固定部材を含む締結調節
部を含む密着調節型多機能性ヘアーウェアを提供する。
【００１９】
　好適な実施例において、前記締結調節部の長さは前記締結部の長さより長い。
【００２０】
　好適な実施例において、前記第１固定部材及び前記第２固定部材は互いに付着する雄雌
型の面ファスナー部材である。
【００２１】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体の下側開口部の円周長
を調節することができる下側絞り部をさらに含むことができる。
【００２２】
　好適な実施例において、前記下側絞り部は、前記本体の内側に折り畳まれ、絞り用長さ
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部材が挿入可能な挿入孔を形成するように一部を残して結合されることによって形成され
る調節維持部材、及び前記挿入孔を通じて前記調節維持部材に挿入され、挿入された状態
で調節ができるように両端が前記挿入孔の外部に露出される長さを有する絞り用長さ部材
を含むことができる。
【００２３】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体に形成された切開線を
基準に、折り畳まれた状態で本体の両側面上端部から中心側に一定の高さだけ伸びた地点
を頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧状の延長部が互いに同一の大きさ
に形成された上側延長部をさらに含むことができる。
【００２４】
　好適な実施例において、前記上側延長部は、前記上側延長部を成す素材より高い弾性を
有する素材からなり、その外周縁がバイアス処理されたバイアス処理部をさらに含むこと
ができる。
【００２５】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは防寒用布地または紫外線遮断用布
地から製造されることができる。
【００２６】
　好適な実施例において、前記多機能性ヘアーウェアは、前記本体の後面中心側と対向す
る前面中心側に着用者の鼻が位置する部分に形成された開口部、及び前記開口部の上を覆
うカバー部からなる重複カバー部材をさらに含むことができる。
【００２７】
　好適な実施例において、前記本体の後面中心側と対向する前面中心側内側面に、着用者
の呼吸器をカバーする空気浄化部材が着脱可能に設けられることができる。
【００２８】
　好適な実施例において、前記空気浄化部材はエアフィルターを含むことができる。
【考案の効果】
【００２９】
　本考案は、次のような優れた効果を有する。
【００３０】
　まず、本考案の多機能性ヘアーウェアによれば、多機能性ヘアーウェアの上端開口部か
ら一定長さの切開線が形成されて、ヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、ヘアー
ウェアが着用者の顔面に接触する密着程度を調節することができて、一旦多機能性ヘアー
ウェアが着用されれば、激しい活動にかかわらず安定的に顔面部に固定されることができ
る。
【００３１】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、別途の耳当てを付着するか使わなくてもマス
ク及び耳当ての役目を同時に果たすことができる。
【００３２】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、マスク及び耳当ての役目を同時に果たしなが
らも別途の帽子着用を邪魔しない構造を有するので、別途の帽子と一緒に着用すると頭部
を完璧に保護することができる。
【００３３】
　また、本考案の多機能性ヘアーウェアは、下側絞り部を調節して非常に容易に多機能性
ヘアーウェアの下部側開口部を最小化して帽子に作ることができ、帽子に作られた状態で
多機能性ヘアーウェアの上部側開口部を通じて帽子のように被ると、下部側開口部が絞ら
れた状態なので、後側でも頭部が全く遮られるだけでなく外観がきれいに見える。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１ａ】公知のヘアーウェアの外形を概略的に示す外観斜視図である。
【図１ｂ】図１ａに示したヘアーウェアの可能な着用法を示す着用状態図である。
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【図２】図２は本考案の一実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を示す
側面図である。
【図３ａ】本考案の他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を示す斜
視図である。
【図３ｂ】図３ａに示した上部一部を示す側面図である。
【図３ｃ】図３ａに示した多機能性ヘアーウェアの着用状態の一例を示す図である。
【図４ａ】本考案のさらに他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を
示す斜視図である。
【図４ｂ】図４ａに示したヘアーウェアの使用状態の一例を示す図である。
【図５ａ】本考案のさらに他の実施例による多機能性ヘアーウェアの折り畳まれた状態を
示す斜視図である。
【図５ｂ】図２ａに示した多機能性ヘアーウェアの着用状態の一例を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００３５】
　本考案で使われる用語はできるだけ現在広く使われる一般的な用語を選択したが、場合
によっては出願人が任意に選定した用語もある。この場合には、単純な用語の名称ではな
い考案の詳細な説明に記載されるか使用された意味を考慮してその意味を把握しなければ
ならない。
【００３６】
　以下、添付図面及び好適な実施例に基づいて本考案の技術的構成を詳細に説明する。
【００３７】
　しかし、本考案はここで説明する実施例に限定されず、他の形態に具体化することもで
きる。明細書全般にわたって本考案を説明するために使われる同一の参照符号は同一の構
成要素を示す。
【００３８】
　本考案の技術的特徴は、多機能性ヘアーウェアの上端開口部から一定長さの切開線が形
成されてヘアーウェアの着用が容易であるだけでなく、前記切開線に隣接して形成された
密着調節部によって、ヘアーウェアが着用者の顔面に接触する密着程度を調節することが
できる構造を有する多機能性ヘアーウェアにある。
【００３９】
　すなわち、本考案のようにヘアーウェアに密着調節部が設けられれば、ヘアーウェアの
弾性が弱化するかサイズが合わなくても着用者が顔面部とヘアーウェアの密着程度を調節
して適切な着用が可能になるだけでなく、ヘアーウェアを着用したままですべき活動の種
類によって顔面部とヘアーウェアの密着程度を調節することができるので、着用者の動き
の激烈な程度によって身体に着用されたヘアーウェアの位置が変更されることができると
いう問題点を解決することができる。
【００４０】
　したがって、本考案による多機能性ヘアーウェアは、全体として円筒状を成して、マス
ク、ヘアバンド、頭巾、耳当て、帽子、前面マスク、襟巻きとして演出することができる
ように形成されるもので、図２に示したように、本体１１０、二つの切開端部１２０、締
結部１３０及び締結調節部１４０を含む。必要な場合、図３ａ～図５ｂに示した本考案の
他の実施例のように、下側絞り部１５０、上側延長部材１６０、重複カバー部材１７０及
び空気浄化部材（図示せず）の一つ以上をさらに含むことができる。
【００４１】
　本体１１０は、 図１ａ及び図１ｂに示した従来の多機能性ヘアーウェアのように、一
定長さの円筒状に形成されることができる。一方、図３ａ～図５ｂに示したように、本考
案の多機能性ヘアーウェア１００が下側絞り部１５０、上側延長部材１６０及び重複カバ
ー部材１７０の一つ以上を含む場合、前記各構成要素は本体１１０に一体型に形成される
ことができる。この場合、本体１１０と各構成要素の素材は同一であることができ、防寒
用布地または紫外線遮断用布地から製造されることができる。それぞれの構成要素を構成
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する前記布地は必要な場合スパンのように弾性を有する素材であることもできるが、弾性
がほぼない素材であっても構わない。
【００４２】
　二つの切開端部１２０は図２に示した円筒状の本体１１０の後面の中心側上端開口部か
ら下端開口部に向かって一定長さの切開線が形成されてなる本体１１０の一部であり、切
開線によって本体１１０の上端開口部がもっと広くなる効果がある。
【００４３】
　締結部１３０は二つの切開端部１２０のいずれか一切開端部から一定の幅及び長さで一
体に延設され、その内側面の一部または全部に第１固定部材１３１が取り付けられること
ができる。すなわち、締結部１３０は本体の上端開口部が切開されて形成された一端部側
から他端部側に向かって一定の幅及び長さで伸びた延長部である。締結部１３０を締結部
１３０が形成された切開端部と対向する切開端部側に移動させ、締結部１３０の内側面に
形成された第１固定部材１３１を移動した位置の本体１１０の表面、つまり締結調節部１
４０に固定させると、本体１１０の上端開口部の円周長を減少させることができる。
【００４４】
　締結調節部１４０は、締結部１３０が形成されていない他の切開端部１２０の外側面に
取り付けられ、一定の幅及び長さで、締結部１３０に取り付けられた第１固定部材１３１
と結合する第２固定部材１４１を含むことで、締結部１３０を本体１１０の表面の特定位
置に固定するための構成要素である。
【００４５】
　このように、締結調節部１４０に締結部１３０が固定されることによって本体１１０の
上側開口部の円周長が調節されるので、締結調節部１４０の長さは締結部１３０の長さよ
り長いことが好ましい。
【００４６】
　締結部１３０の内側面に取り付けられた第１固定部材１３１と、締結調節部１４０が設
けられるが締結部１３０が形成されていない他の切開端部１２０の外側面、つまり本体１
１０の表面に取り付けられる第２固定部材１４１とは、互いに結合して本体１１０の上側
開口部の円周長を自由に調節することができる限り、公知のいずれの結合手段でも適用可
能である。
【００４７】
　一具現例として、第１固定部材１３１及び第２固定部材１４１は互いに付着される雄雌
型の面ファスナー部材であることができ、スナップボタンまたはフック型の固定手段など
を自由に適用することができる。
【００４８】
　図３ａ～図３ｃに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアの他の実施例を詳細に説明す
る。図３ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアの他の実施例は、本体１１０の上側開
口部１１１を成す上端部側に一体に延設された上側延長部１６０をさらに含むことを除け
ば、図２に示した多機能性ヘアーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての
説明は図２を参照とした説明に取り替え、上側延長部１６０についてのみ詳細に説明する
。
【００４９】
　上側延長部１６０は、本体１１０に形成された切開線を基準に、図３ｂに示したように
折り畳まれた状態で本体１１０の両側面上端部から中心側に一定の高さだけ伸びた地点を
頂点に両側端部に向かって収斂する曲線からなる円弧状の延長部が互いに同一の大きさに
形成された構成要素であり、図３ｃに示したように多機能ヘアーウェア１００をマスクの
ように着用したとき、耳をカバーする役目を果たす。したがって、本体１１０の上端開口
部から伸びる上側延長部１６０の頂点までの一定の高さは着用時に耳をカバーする機能を
考慮して決定することができる。
【００５０】
　このように、本体１１０の上側開口部１１１を成す上端部から一体に延設された上側延
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長部１６０は、その外周縁をバイアス処理したバイアス処理部１６１をさらに含むことが
できる。バイアス処理部１６１を成す素材は上側延長部１６０を成す素材より高い弾性を
有する素材であることができる。バイアス処理部１６１は一例としてスパン布地からなる
。特に、スパン布地を４５°の角度にバイアス裁断し、上側延長部１６０の外周縁部をパ
イピング処理（取り囲んで縫製する技法）することにより、図３ａ及び３ｃに示したよう
に、本考案の多機能ヘアーウェア１００をマスクのように着用するときに上側延長部材１
６０が自然に耳をカバーするように頭部側に窄んで耳をカバーすることができるようにな
る。
【００５１】
　図４ａ及び図４ｂに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例を詳細
に説明する。図４ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例は、本体
１１０の下側開口部側に下側絞り部１５０をさらに含むことを除けば図３ａに示した多機
能性ヘアーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての説明は図３ａを参照と
する説明に取り替え、下側絞り部１５０についてのみ詳細に説明する。
【００５２】
　下側絞り部１５０は本体１１０の下側開口部の円周長を調節することができる構成要素
で、図４ａに示したように、調節維持部材１５１と絞り用長さ部材１５２を含むことがで
きる。
【００５３】
　調節維持部材１５１は、本体１１０の下側端部を本体１１０の内側に折り畳み、絞り用
長さ部材１５２が挿入可能な挿入孔が形成するように一部を残して縫製などの公知の方法
で本体１１０と結合することでなる。したがって、絞り用長さ部材１５２を形成するため
に本体１１０の下側端部から一体に伸びる下側延長部材をさらに含むことができる。
【００５４】
　このように、調節維持部材１５１が設けられると、挿入孔を通じて絞り用長さ部材１５
２を調節維持部材１５１に挿入することで、図４ａに示した多機能性ヘアーウェア１００
を完成することができる。
【００５５】
　ここで、絞り用長さ部材１５２の素材には制限がなく、紐、ロープまたはワイヤの形態
である限り、公知のどんな種類の長さ部材でも使うことができる。また、調節維持部材１
５１に挿入可能な幅を持ち、本体１１０の下側開口部の円周長より長くて、調節維持部材
１５１に挿入された状態で絞り用長さ部材１５２の両端が露出される程度の長さを有する
ことが好ましい。
【００５６】
　このような構成により、多機能性ヘアーウェア１００の絞り用長さ部材１５２が挿入孔
を通じて外部に最大の露出長を有するように絞り用長さ部材１５２を引っ張ると、調節維
持部材１５１によって形成される下端開口部が非常に狭められ、図４ｂに示したような形
状を有するように多機能性ヘアーウェア１００が調節されることができる。その結果、本
考案の多機能性ヘアーウェア１００は、絞り用長さ部材１５２を引っぱることで、非常に
容易に下側開口部、つまり調節維持部材１５１によって形成される開口部を最小化して帽
子に作ることができることが分かる。
【００５７】
　つぎに、図５ａ及び図５ｂに基づいて本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施
例を詳細に説明する。図５ａに示した本考案の多機能性ヘアーウェアのさらに他の実施例
は、本体１１０に重複カバー部材をさらに含むことを除けば図３ａに示した多機能性ヘア
ーウェアと同様な構成を有するので、他の構成についての説明は図３ａを参照する説明に
取り替え、重複カバー部材１７０についてのみ詳細に説明する。
【００５８】
　重複カバー部材１７０は後面中心側と対向する前面中心側に着用者の鼻が位置する部分
に開口部を形成し、前記開口部の上をカバーするためのカバー部を含む構成要素であり、
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着用者が容易に呼吸することができるようにする通気部が形成された構造である。
【００５９】
　一具現例として、図５ａに示したように、開口部は着用者の鼻が位置する部分に鼻が露
出されるように丸い形状の貫通領域からなり、その上に開口部を覆うことができるように
開口部より大きく形成されたカバー部が設けられることができる。
【００６０】
　このように、重複カバー部材１７０が形成されれば、図５ｂのように、多機能ヘアーウ
ェアの着用時に着用者が非常に容易に呼吸することができる利点がある。
【００６１】
　具体的に図示しなかったが、図５ａに示した重複カバー部材１７０が形成される位置、
つまり本体１１０の後面中心側と対向する前面中心側の位置に開口部が形成され、その内
側の着用者の呼吸器をカバーする空気浄化部材が着脱可能に設けられることができる。こ
の際、空気浄化部材はエアフィルターを含むことができ、本体の内側面にポケットを形成
するなどの公知の着脱可能な構成によって空気浄化部材を着脱可能に本考案の多機能性ヘ
アーウェアに取り付けることができる。
【００６２】
　本考案の多機能性ヘアーウェアは、スパン素材を含んでどの位の弾性を持っている限り
、つまり伸びてから元の状態に復帰する特性を有する限り、公知のどんな素材でも使うこ
とができる。このような特性の外に防寒性及び／または紫外線遮断特性も一緒に有する布
地からなることが好ましい。場合によっては、締結部と締結調節部によって密着調節が可
能であり、従来の多機能性ヘアーウェアとは異なり、弾性が全然ない素材から構成される
ことも制限されない。
【００６３】
　本考案は以上のように好適な実施例に基づいて図示しながら説明したが、前述した実施
例に限定されず、本考案の精神を逸脱しない範疇内で本考案が属する当該技術分野の当業
者によって多様な変更及び修正が可能であろう。
【符号の説明】
【００６４】
　１００　　多機能性ヘアーウェア
　１１０　　本体
　１２０　　切開端部
　１３０　　締結部
　１３１　　第１固定部材
　１４０　　締結調節部
　１４１　　第２固定部材
　１５０　　下側絞り部
　１５１　　調節維持部材
　１５２　　絞り用長さ部材
　１６０　　上側延長部材
　１６１　　バイアス処理部
　１７０　　重複カバー部材
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